
JP 2020-535425 A 2020.12.3

10

(57)【要約】
本発明は、光学素子、特にマイクロリソグラフィ投影露
光装置のミラーまたはレンズ素子の表面形状を特性化す
る方法及び装置に関するものである。本発明による方法
は次のステップを含む：複数回の干渉計測を実行するス
テップであって、干渉計測毎に、光学素子の一部分から
出る検査波と参照波との間のインターフェログラムをそ
の都度記録し、検査波に対する光学素子の位置を、これ
らの干渉計測毎に変化させるステップと；これらの干渉
計測に基づいて光学素子の形状を計算するステップ；こ
の計算は、複数回の反復ステップにおいて、前向きの計
算をその都度実行することによって光学素子の形状を確
定する方法で反復的に実行し、これらの反復ステップの
各回は、先行する反復ステップに基づいてその都度適合
させた参照波に基づく。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学素子の表面形状を特性化する方法であって、
　複数回の干渉計測を実行するステップであって、前記干渉計測毎に、光学素子の一部分
から出る検査波と参照波との間のインターフェログラムをその都度記録し、前記検査波に
対する前記光学素子の位置を、前記干渉計測毎に変化させるステップと、
　前記干渉計測に基づいて前記光学素子の形状を計算するステップとを含み、
　前記計算は、複数回の反復ステップにおいて、前向きの計算をその都度実行することに
よって前記光学素子の形状を確定する方法で反復的に実行し、前記反復ステップの各回は
、先行する前記反復ステップに基づいてその都度適合させた前記参照波に基づく方法。
【請求項２】
　前記干渉計測を実行するステップが、サブアパーチャを記録することを含み、該サブア
パーチャのいずれも前記光学素子の全体をカバーしない、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　個別に適合させた前記参照波を、後ろ向きの計算を実行することによって確定する、請
求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記後ろ向きの計算を実行することが、それぞれの測定データから前記形状を計算によ
って除去することを含む、請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　前記前向きの計算をその都度実行することが、前記干渉計測を実行する際に使用する測
定構成の第１座標系から、前記光学素子の第２座標系へのグリッド変換または変換を含む
、請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記後ろ向きの計算をその都度実行することが、前記光学素子の第２座標系から、前記
干渉計測を実行する際に使用する測定構成の第１座標系へのグリッド変換または変換を含
む、請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　前記計算の反復を、所定の収束基準を満足するまで実行する、請求項１～６のいずれか
に記載の方法。
【請求項８】
　前記計算の反復を、前記反復ステップの所定回数分だけ実行する、請求項１～７のいず
れかに記載の方法。
【請求項９】
　前記光学素子の位置を変化させることを、前記光学素子の曲率の中心が定位置に留まる
方法で実行する、請求項１～８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記光学素子がミラー素子またはレンズ素子である、請求項１～９のいずれかに記載の
方法。
【請求項１１】
　前記光学素子がマイクロリソグラフィ投影露光装置の光学素子である、請求項１～１０
のいずれかに記載の方法。
【請求項１２】
　光学素子の表面形状を特性化する装置であって、請求項１～１１のいずれかに記載の方
法を実行するように設計されている装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、独国特許出願第１０２０１７２１７３７１．８号、２０１７年９月２９日出願
による優先権を主張する。この独国特許出願の内容は、参照することによって本願明細書
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中にも含める。
【０００２】
発明の背景
発明の分野
　本発明は、光学素子、特にマイクロリソグラフィ投影露光装置のミラー素子またはレン
ズ素子の表面形状を特性化する方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【０００３】
従来技術
　マイクロリソグラフィは、微小構造構成部品、例えば集積回路またはＬＣＤ（liquid c
rystal display：液晶ディスプレイ）の製造に用いられる。マイクロリソグラフィ・プロ
セスは、いわゆる投影露光装置内で実行され、投影露光装置は照明装置及び投影レンズを
具えている。照明装置によって照射されたマスク（＝レチクル）の像が、この場合、投影
レンズによって基板（例えば、シリコンウェハー）上に投影され、この基板は、感光層（
フォトレジスト）でコーティングされ、投影レンズの像平面内に配置されて、マスク構造
が基板の感光コーティングに転写される。
【０００４】
　ＥＵＶ（extreme ultraviolet：極紫外）範囲、即ち、例えばおよそ１３nmまたはおよ
そ７nmの波長用に設計された投影レンズでは、適切な光透過性の屈折性材料が利用可能で
ないことにより、ミラーを結像プロセス用の構成部品として使用している。ＥＵＶ用に設
計された代表的な投影レンズは、例えば米国特許出願公開第２０１６／００８５０６１号
明細書（特許文献１）より知られ、例えばＮＡ＝０．５５の領域内の像側の開口数（ＮＡ
：numerical aperture）を有することができ、（例えば、弓形の）対物視野を像平面また
はウェハー面上へ結像させることができる。
【０００５】
　像側の開口数（ＮＡ）の増加は、一般に、投影露光装置内で使用されるミラーの必要な
ミラー面積の拡大によって実現される。このことは、ミラーの製造に加えて、ミラーの表
面形状を検査することも厳しい挑戦であることを意味する。
【０００６】
　図２ａに、ミラー２０１を検査するための従来可能な干渉検査装置の機能原理を説明す
るための概略図を示す。図２ａによれば、参照表面２１０（「フィゾープレート（Fizeau
 plate）」）で反射する参照光（以下では「参照波」と称する）と、ミラー２０１で反射
する測定光（以下では「検査光」とも称する）との間のインターフェログラムがフィゾー
装置内に生成される。ここで、図２ａの例では、測定光がコンピュータ生成ホログラム（
ＣＧＨ：computer-generated hologram）２２０によって非球面の波面の形に形成され、
この波面は数学的に厳密に、意図した距離にある「検査対象物の形状」（即ち、関連する
ミラー２０１の形状）に相当する。この波面は１回目に参照表面２１０によって反射され
、２回目に関連するミラーまたは検査対象物によって反射されて、（図３に全体設計の観
点から一例として概略的に示す）干渉計２０５内で互いに干渉し、図３に示す干渉計２０
５については、コリメータ３０９、ビームスプリッタ・プレート３０８、遮光板３０７、
接眼レンズ（アイピース）３０６、ＣＣＤ（charge-coupled device：電荷結合素子）３
０４、及び光源３０３を有する。それぞれのミラーのインターフェログラムはＣＣＤカメ
ラ３０４によって記録される。図２ａ中に両矢印で示すように、ミラー２０１を複数回の
測定ステップで異なる位置に移動させ、２つの異なる位置「Ａ」及び「Ｂ」のみを概略的
に示している。
【０００７】
　ミラー２０１の異なる位置で複数回の測定ステップを実行することは、特に、互いにオ
ーバーラップする複数個のいわゆる「サブアパーチャ（部分開口）」の個別の干渉計測値
から、（例えば、単一回の干渉計測では全体的に捕捉可能でない）ミラー２０１の表面を
つなぎ合わせることに役立つ。比較的大型のミラーの測定における数百個のサブアパーチ
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ャの一部の位置を図２ｂに例示的様式で示す。ここで、最終的に測定するべきミラーまた
は検査対象物の形状（即ち、意図した所定の表面形状からの偏差）は、個別のサブアパー
チャから再構成することができ、それ自体は既知の方法で、第１に、検査対象物の位置の
それぞれを考慮しつつ、これらのサブアパーチャを検査対象物上の共通グリッドに変換す
る変換が存在し、第２に、（変換された個別のサブアパーチャの、これらのサブアパーチ
ャがオーバーラップする領域内での最良の対応付けを得るための）いわゆる補償器または
感度を用いてサブアパーチャどうしを互いに合わせる適合が存在する。上述した概念は時
として「スティッチング（縫い合わせ）」とも称される。
【０００８】
　しかし、この場合に実際に生じる問題は、干渉計測構成自体、あるいはその内部に配置
された光学構成部品が、理想的な表面形状からの偏差を有することにある。しかし、上述
した方法では、関連する参照波が、考慮されないか不十分に考慮されるに過ぎないかのい
ずれかであり、このことは不適正な形状の再構成を生じさせ、従って、最終的には、関心
事の光学素子またはミラーの不正確な特性化を生じさせる。
【０００９】
　従来技術に関しては、単なる一例として米国特許第６９５６６５７号明細書（特許文献
２）を参照されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１６／００８５６０１号明細書
【特許文献２】米国特許第６９５６６５７号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　前述した背景に対して、本発明の目的は、光学素子、特にマイクロリソグラフィ投影露
光装置のミラーまたはレンズの表面形状を特性化するための方法及び装置を提供すること
にあり、これらの方法及び装置は、上述した問題を少なくとも部分的に回避しつつ、信頼
性の高い表面形状の特性化を促進する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この目的は、独立請求項１の特徴による方法、及び代案の独立請求項１２による装置に
よって達成される。
【００１３】
　本発明による、光学素子の表面形状を特性化する方法は、次のステップを含む：
　複数回の干渉計測を実行するステップであって、干渉計測毎に、光学素子の一部分から
出る検査波と参照波との間のインターフェログラムをその都度記録し、検査波に対する光
学素子の位置を干渉計測毎に変化させるステップ；
　これらの干渉計測に基づいて光学素子の形状を計算するステップ、
　この計算は、複数回の反復ステップにおいて、前向きの（前進）計算をその都度実行す
ることによって光学素子の形状を確定する方法で反復的に実行し、これらの反復ステップ
の各回は、先行する反復ステップに基づいてその都度適合させた参照波に基づく。
【００１４】
　特に、本発明は、複数回の干渉計測を実行することに基づいて光学素子の形状を計算す
る際に、例えば、干渉計測構成、またはその内部に配置された光学素子における前述した
誤差を無視するか単一回の不適切な近似しか実行しないことの結果として、参照波が一定
であるものと考えず、その代わりに、この参照波が可変のパラメータであるものと考える
、というのは、反復的方法において－先行する反復ステップのそれぞれにおいて取得した
情報を考慮しつつ－第１に光学素子の形状、第２に参照波が交互に測定されるからである
、という概念に基づく。ここで、反復ステップの回数は、例えば、所定の収束基準に依存
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させることができ、あるいは所定値にすることもできる。
【００１５】
　具体的には、本発明によれば、例えば、最初に特定の参照波を指定することによる、手
始めに述べて以下により詳細に説明する「スティッチング法」を用いた１回目の形状の測
定が存在し得る。その直後に、後ろ向きの（後退）計算を用い、上記のスティッチング法
も用いた、こうして確定した形状を考慮した新たな参照波の決定が存在する。このように
して得られた参照波についてのより正確な情報を、次回の反復ステップで用いて、形状の
測定を改善することができる、等々である。
【００１６】
　上述したように、形状を決定するための前向きの計算と参照波を決定するための後ろ向
きの計算とを交互に実行することによって、参照波も、反復するうちにピクセル（画素）
に分解された様式で決定されることになり、従って、方法全体でより正確な形状測定を実
現することができる。
【００１７】
　なお、上述した反復的方法を実行することは、コンピュータによる「グリッド（格子）
変換」、あるいは、第１には検査対象物の座標系またはピクセルグリッド（画素格子）と
、第２には測定構成の座標系またはピクセルグリッドとの間の変換を必要とする。従来の
（即ち、非反復的な）スティッチング法で既に必要とされた、こうしたグリッド変換また
は変換は、本発明による方法において、測定構成の座標系から検査対象物の座標系への変
換だけでなく、逆向きの変換でも必要になる、というのは、１回の反復ステップにおいて
形状を確定した後の後続する参照波の確定は、（即ち、測定構成の座標系内の）生の測定
データのそれぞれから形状を計算により除去することを再度必要とするからである。
【００１８】
　異なる表現をすれば、１回の反復ステップにおいて個別に確定した形状を後ろ向きに計
算して対応する生のデータイメージにし、次に、計算によって減算または除去して参照波
をスティッチングする。さらに、本発明による反復的方法は、複数回の干渉計測において
記録されたインターフェログラムの適正な処理または評価も促進し、このインターフェロ
グラムでは、検査対象物の各位置の結果として、参照波の一部分のみが、それぞれの測定
結果に寄与し、あるいはそれぞれのインターフェログラム中に「見られる」。本発明によ
る方法では、このことが、手始めに述べて以下でさらに詳細に説明する「スティッチング
」を、個別の反復ステップにおいて検査対象物の形状を決定する際だけでなく参照波を再
構成する際にも用いることにより実現される。
【００１９】
　原則として、開始時の参照波はあらゆる適切な方法で選定することができる、というの
は、通例、それぞれの選択は上記反復的方法の収束の速さに影響を与えるに過ぎないから
である。好適例では、サブアパーチャをその都度完全に満たすことによるすべての測定値
の平均値、前回の測定または評価中にその都度決定した参照波、さもなければ「０の波面
」を、開始時の参照波として選定することができる。
【００２０】
　１つの好適例によれば、干渉計測を実行することがサブアパーチャを記録することを含
み、これらのサブアパーチャのいずれもミラーの表面全体を覆わない。
【００２１】
　１つの好適例によれば、個別に適合させた参照波を、後ろ向きの計算を実行することに
よって確定する。
【００２２】
　１つの好適例によれば、こうした後ろ向きの計算を実行することが、それぞれの測定デ
ータから形状を計算によって除去することを含む。
【００２３】
　１つの好適例によれば、上記の前向きの計算をその都度実行することが、干渉計測を実
行する際に使用する測定構成の第１座標系から、光学素子の第２座標系へのグリッド変換
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または変換を含む。
【００２４】
　１つの好適例によれば、上記の後ろ向き計算をその都度実行することが、光学素子の第
２座標系から、干渉計測を実行する際に使用する測定構成の第１座標系へのグリッド変換
または変換を含む。
【００２５】
　１つの好適例によれば、上記の反復計算を、所定の収束基準を満足するまで実行する。
【００２６】
　１つの好適例によれば、上記の反復計算を、反復ステップの所定回数分だけ実行する。
【００２７】
　１つの好適例によれば、光学素子の位置を変化させることを、光学素子の曲率の中心が
定位置に留まる方法で実現する。
【００２８】
　好適例では、複数回の干渉計測を実行する際に、検査対象物を回転軸受け上の軸の周り
に回転させて、複数の回転位置で測定することができ、これらの回転位置は均一な分布で
配置することも不規則に配置することもできる。
【００２９】
　複数回の干渉計測を実行する際の好適なシナリオは次のステップを含む：
　回転軸受けを有する検査ステーション上の回転対称な平面、非球面、または球面を測定
するステップであって、上記サブアパーチャが少なくとも検査対象物のエッジから検査対
象物の中心まで広がり、回転軸受けの軸が検査対象物の対称軸とほぼ一致するステップ。
検査対象物の位置は、回転軸受けを変位させることによって変化させることができる。
　検査ステーション上の球面を測定するステップであって、この検査ステーションは、こ
の球面が２本以上の軸の周りに回転することを可能にするホルダを有するステップ。反復
的スティッチングに関連して、絶対較正する測定方法をこのようにして実現することがで
きる。
　非常に多数のサブアパーチャを有する表面（平面、球面、非球面、または自由形状面と
することができる）を走査するステップであって、上記グリッドは規則的または不規則に
配列することができる。ここでも、本発明による反復的スティッチングを用いて絶対構成
する方法を実現することができる。
【００３０】
　１つの好適例によれば、上記光学素子がミラー素子またはレンズ素子である。
【００３１】
　１つの好適例によれば、上記光学素子がマイクロリソグラフィ投影露光装置の光学素子
である。
【００３２】
　さらに、本発明は光学素子の表面形状を特性化する装置に関するものであり、この装置
は上述した特徴を有する方法を実行するように設計されている。この装置の利点及び好適
な構成に関しては、本発明による方法に関連する以上の説明を参照されたい。
【００３３】
　本発明の他の構成は、上記の説明及び従属請求項から推測することができる。
【００３４】
　以下、添付した図面中に図示する好適な実施形態に基づいて、本発明をより詳細に説明
する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明の好適な実施形態による方法のステップを説明するフローチャートである
。
【図２】本発明の範囲内で使用することができる干渉試験装置の可能な構成を説明するた
めの概略図である。
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【図３】本発明の範囲内で使用することができる干渉検査装置の可能な構成を説明するた
めの概略図である。
【図４】ＥＵＶにおける動作用に設計された投影露光装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
好適な実施形態の詳細な説明
　図４に、好適な投影露光装置の概略図を示し、この投影露光装置は、ＥＵＶでの動作用
に設計され、本発明による方法を用いて検査可能なミラーを具えている。
【００３７】
　図４によれば、ＥＵＶ用に設計された投影露光装置４１０内の照明装置が、視野（フィ
ールド）ファセットミラー４０３及び瞳孔ファセットミラー４０４を具えている。プラズ
マ光源４０１及びコレクタミラー（集光鏡）４０２を具えた光源部からの光が視野ファセ
ットミラー４０３上へ指向される。第１テレスコープミラー（望遠鏡鏡面）４０５及び第
２テレスコープミラー４０６が、瞳孔ファセットミラー４０４の下流の光路内に配置され
ている。偏向ミラー４０７が光路内の下流に配置され、この偏向ミラーは、当該偏向ミラ
ー上に入射する放射を、６枚のミラー４２１～４２６から成る投影レンズの対物面内の対
物視野上へ指向させる。対物視野の位置に、反射構造を有するマスク４３１がマスクステ
ージ４３０上に配置され、このマスクは投影レンズを利用して像平面内に結像され、この
像平面内に、感光層（フォトレジスト）でコーティングされた基板４４１がウェハーステ
ージ４４０上に配置されている。
【００３８】
　本発明の範囲内で、その表面形状または形状に関して説明する光学素子は、例えば、投
影露光装置４１０のあらゆるミラー、例えば、像平面側の投影レンズの（比較的大型の）
最終ミラー４２６とすることができる。他の用途では、上記光学素子を、例えば（例えば
２５０nmよりも短い、特に２００nmよりも短い波長の）ＤＵＶ（deep ultraviolet：深紫
外）における動作用に設計された投影露光装置のレンズ素子とすることもできる。
【００３９】
　以下、本発明による方法を、実施形態に基づいて、図１に示すフローチャートを参照し
ながら説明する。
【００４０】
　ここで、ミラーの形状を特性化する目的で、検査対象物の異なる位置決めによる個別の
干渉計測において、複数（例えば、５０個）のサブアパーチャをその都度記録する、とい
う仮定を行う。特に、「サブアパーチャ」とは、当該サブアパーチャを記録するために実
行する干渉計測が、ミラーの表面全体をその都度カバーしないことを表現することを意図
している。
【００４１】
　ここで、この好適な実施形態では球面鏡を仮定し、図２ａを再び参照すれば、同図中に
示すミラー２０１の位置の変化は、曲率の中心がその都度定位置に留まるような方法で実
現される。他の実施形態では、ミラー２０１はほぼ平面のミラーとすることもでき、この
ミラーは平行移動の様式で鏡面に平行な方向に個別の干渉計測毎に変位させる。
【００４２】
　さらに、本発明の実施形態では、個別の測定位置の「対称性の破れ」の配列を選定する
ことができる。このことは、個別のサブアパーチャ測定において得られる測定結果を形状
の成分と参照波の成分とに明確に分類することができる点で有利である。
【００４３】
　ここで、ミラーの全体形状または「つなぎ合わせた」形状を、測定した複数のサブアパ
ーチャから決定するために、本発明は、それ自体は既知である「スティッチング法」に基
づき、これについては図１のフローチャートを参照しながら以下に説明し、但し既知のス
ティッチング法を修正している。
【００４４】
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　図１によれば、最初に、方法の開始（ステップＳ１１０）後の特定の参照波の指定によ
る、形状の１回目の計算が存在する。ここで、外部で定めた開始値またはゼロ関数を、特
に、参照波用に指定することができる。形状の１回目の計算は、特に、前述した測定構成
の座標系から検査対象物またはミラー２０１の座標系へのグリッド変換または変換も含む
。所定の参照波において形状を「スティッチングする」ステップは、図１では「Ｓ１２０
」のラベルを付け、次の最小化問題（等式の線形系を生じさせる）を解くことによって実
現される：
【数１】

【００４５】
　ここに、そして以下では、次の省略形及び変数を用いる：
　Ｐn：ｎ回目の反復における光学素子または検査対象物の形状
　Ｉn：ｎ回目の反復における参照波。Ｉ0は外部で定めた開始値またはゼロ関数
　Ｓi：ｉ番目のサブアパーチャ測定値
　ｍ：サブアパーチャ測定値の個数
　Ｆk：補償器／感度、その振幅は変化させるべきである
　ｆik：サブアパーチャｉ用の感度ｋの振幅

　：サブアパーチャｉ用のサブアパーチャ・マスク／重み関数
ｗPRF：形状マスク／重み関数

：ｉ回目の測定用の測定グリッド上で定義される関数を検査対象物のグリッドに変換する
関数
【００４６】
　従来の（非反復的な）方法とは対照的に、本発明によれば、光学素子またはミラーの形
状についての受信した情報に基づいて、今度は参照波を「スティッチング」し、このこと
は、特に、形状を測定構成の座標系に変換する逆変換を含む。ここで実現される後ろ向き
の計算は、前回確定した形状を考慮して、参照波についてのより正確な、あるいは改良さ
れた情報をもたらし、対応するステップ（即ち、所定形状の場合における参照波の「ステ
ィッチング」）は図１中に「Ｓ１４０」で表す。
【００４７】
　所定形状Ｐnの場合の参照波Ｉnの「スティッチング」は、次の最小化問題（これも等式
の線形系を生じさせる）を解くことによって実現される：
【数２】

【００４８】
　（例えば、計算時間及び／またはメモリ要求を制限するための）実施形態では、参照波
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ともできる。
【００４９】
　図１によれば、新たな前向きの計算を次回のステップで実現し、この計算は、こうして
得られた参照波についての改良された、あるいはより正確な情報に基づく形状の新たな「
スティッチング」に相当する。
【００５０】
　本発明の実施形態では、上記のサブアパーチャ・マスク／重み関数または形状マスク／
重み関数をマスク関数（関数値０または１）とすることができ、このマスク関数は各回の
測定において有効領域を無効領域から分離する。他の実施形態では、上記のサブアパーチ
ャ・マスク／重み関数または形状マスク／重み関数を「実数の」重み関数（関数値≧０）
とすることもでき、この重み関数は局所的な測定誤差から計算される。
【００５１】
　本発明の実施形態では、比較的小さい重み、さらには０の重みを、比較的大きい測定誤
差を有する領域に用いることができる。さらに、これらの重みは、この反復的方法の全体
にわたって動的に改良することができる。
【００５２】
　原則的に、測定位置の数は所望通りに適切に選定することができ、その数は少なくとも
２である。
【００５３】
　現実の測定値からのモデルの偏差を最小化する代わりに、オーバーラップする領域内の
２つの測定値間の差を類似した様式で最小化することもできる。こうした手順は同様な解
を提供し、重み

の選定が異なるに過ぎない。
【００５４】
　グリッド変換関数Ｔは、特に検査対象物に関する特定の環境に基づいて（即ち、特定の
スティッチング問題に適合させて）選択することができる。ここでは、特に検査対象物上
のデカルトグリッド上へのグリッド変換が存在し得る。
【００５５】
　検査対象物上に張るピクセルグリッドは、形状を「スティッチングする」際に用いられ
、ピクセルの総数及びグリッドの歪みの両方について変化させることができる。
【００５６】
　図１の好適な実施形態では、ステップＳ１３０における質問により収束基準に到達し次
第、こうした反復法を（ステップＳ１５０で）終了する。他の実施形態では、反復ステッ
プの所定回数を予め規定することもでき；一旦、この回数に達すると、反復を終了して最
後に確定した形状を出力する。
【００５７】
　特定の実施形態に基づいて本発明を説明してきたが、例えば個別の実施形態の特徴の組
合せ及び／または交換により、多数の変形例及び代案実施形態が当業者にとって明らかで
ある。従って、こうした変形例及び代案実施形態は、本発明に付随するものとして本発明
に包含され、本発明の範囲は添付した特許請求の範囲及びその等価物が意味する範囲内の
みに限定されることは、当業者にとって言うまでもない。



(10) JP 2020-535425 A 2020.12.3

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】 【図３】



(11) JP 2020-535425 A 2020.12.3

【図４】



(12) JP 2020-535425 A 2020.12.3

10

20

30

40

【国際調査報告】
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